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お問い合わせ先

施設種別 指定基準に関すること 整備費補助に関すること

・訪問系サービス
・自立生活援助
・一般相談支援
・特定相談支援に係る事業開始届に関すること

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
０３－６３０２－０２５７

施設サービス支援課
生活基盤整備担当

０３－５３２０－４１５２

・共同生活援助
・短期入所

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
０３－６３０２－０２８６

・就労移行支援
・就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型
・就労定着支援
・就労選択支援

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
０３－６３０２－０３０８

・生活介護
・自立訓練（機能・生活）
・施設入所支援

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
０３－６３０２－０３１３

・児童系サービス
・障害児相談支援に係る事業開始届に関すること

公益財団法人 東京都福祉保健財団
事業者支援部 障害福祉事業者指定室
０３－６３０２－０３１５

電話の際はおかけ間違いのないようご注意ください
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障害者（児）施設整備費補助事業は、都の施設整備基本指針（※）に基づき、社会福祉法人等が設置する障害者
（児）施設の施設整備に要する経費について、国庫補助金（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金、次世代育成支
援対策施設整備交付金）を活用して補助を行い、もって障害者（児）の福祉の向上を図ることを目的としています。

※令和８年度障害者（児）施設整備基本指針（資料編Ｐ３参照）（令和９年度指針は今後策定予定）

社会福祉法人、NPO法人等、補助対象事業を行う事業者

＊詳細は、資料編に記載の補助要綱第２（障害者施設等：P４１、障害児施設：Ｐ９２）でご確認ください

（１）目的

１ 障害者（児）施設整備費補助事業の制度概要

（２）対象事業者

（３）施設整備区分

施設整備区分 内容

創設 新たに施設を整備すること。

改築
既存施設の改築整備をすること。
（一部改築、並びに、倒壊等の危険性のある障害者施設等の耐震化及び津波対策としての
高台への移転を図るための改築（耐震化等整備）を含む）

老朽民間社会福祉施設整備

社会福祉法人が設置する施設について、下記通知により改築整備をすること。
＊平成17年10月5日社援発第1005005号厚生労働省社会援護局長通知「老朽民間社会福祉施設の整備につ
いて」
＊令和5年8月33日こ成事第431号こども家庭庁成育局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること（障害者支援施設を除く）。

大規模修繕、防災・減災対
策に係る整備、感染症対策
に係る整備

既存施設について障害者（児）施設整備費補助要綱付表３により整備をすること。

令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月） ４



≪共同生活援助事業所及び短期入所事業所を整備する場合≫
・上記施設と合築での創設：「障害者（児）施設整備費補助」（国庫補助）の対象
・単独での創設等：「障害者通所施設等整備費補助（※）」（都単独補助）の対象

※制度概要は、障害者サービス情報に掲載しています。
（東京都障害者サービス情報＞書式ライブラリー＞G障害者の生活基盤整備＞障害者通所施設等整備費補助）

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009

施設整備区分 事業名

障害福祉サービス事業所（※１）
障害者支援施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス
身体障害者社会参加支援施設

※１ 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行
支援、就労継続支援

居宅介護等（※２）
相談支援事業所
保育所等訪問支援事業所
障害児相談支援事業所

※２ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動
援護

創設 ○ ○

改築 ○ ×

老朽民間社会福祉施設整備 ○ ×

増築 ○（障害者支援施設を除く） ×

大規模修繕 ○ ○

（４）補助対象事業

１ 障害者（児）施設整備費補助事業の制度概要
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https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009


（５）補助基準額・補助率

【補助基準額（補助基準単価の合計）】
令和８年度施設整備補助単価（案）（Ｐ.８）にてご確認ください。

【補助率】
都補助金 ３／４（本則） （うち国庫補助金 ２／３）

【都補助金額の算出】（本則）

※都から法人に交付されるのは、都補助金の金額です。都が国庫補助金を受け入れ、都から法人に都補助金（この中
に国庫補助金が含まれる）を交付します。

【事業費のイメージ】（創設案件で、「総事業費＞補助対象経費×３/４＞補助基準額」の場合）

・創設
・改築
・老朽民間社会福祉施設整備
・増築

都の補助金額と、補助対象経費×３／４（都補助率）を比べて低い方

・大規模修繕 補助対象経費×３／４（都補助率）

総
事
業
費

補
助
対
象
経
費
（
Ａ
）

（※

２
）

補助対象外
（※１）

（Ｂ）＝
Ａ×３/４

補
助
基
準
額

（
Ｃ
）

事業者負担

※１ 補助対象外経費の具体例（詳しくはＰ.３７）
・外構工事
・壁掛け型エアコン
・消火器、AED、カーテン等、施設と一体に整備されないもの
・内示前に契約されたもの（基本設計など）

※２ 工事施工のため直接必要な事務に要する費用（設計監理費等）
ただし、施設整備に必要な工事費の２．６％に相当する額
が限度

A＝施設整備に必要な工事費＋工事事務費（※２）

＞

ＢとＣを比べて低い方が都補助所要額
（この場合はＣ＝補助基準額 が補助額となる）

１ 障害者（児）施設整備費補助事業の制度概要

令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月） ６



・定員４０人の生活介護事業所を創設

・避難スペースを設置、その他に加算はなし
・総事業費 =  650,000,000円
・うち補助対象外経費 =  40,000,000円
・うち工事事務費 =  10,000,000円

≪整備例≫

①補助対象経費の算定

・総事業費から補助対象外経費、工事事務費を除く
650,000,000円ー40,000,000円ー10,000,000円＝600,000,000円

・工事事務の補助上限は補助対象工事費の２.６%
600,000,000円×2.6％＝15,600,000円

・補助対象経費は、600,000,000円＋15,600,000円＝615,600,000円 ・・・（Ａ）

①補助基準額の算定

・本体工事費（都単価）を算出
（11,010,000円／人×４０人）＝440,400,000円

・避難スペース整備加算
（48,900,000円×1施設）＝48,900,000円

・補助基準額の合計は、440,400,000円＋48,900,000＝489,300,000円 ・・・（Ｂ）

③補助金額の算定

・Ａ×３／４の額とＢの額を比べて少ない方の額を採用
・615,600,000円（Ａ）×３／４＝461,700,000円 ＜489,300,000円（Ｂ）

補助額＝461,700,000円

１ 障害者（児）施設整備費補助事業の制度概要

令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月） ７



２ 令和８年度施設整備基準単価（案）
○ 令和８年度補助要綱は今後改正予定のため、単価が一部変更となる場合があります。
○ なお、実際に補助金が交付されるのは令和９年度（以降）になりますので、補助金の算定に当たっては令和

９年度の単価を使用することになります。
○ しかし、現時点で令和９年度単価は未定ですので、令和８年度単価で各種書類をご作成いただきます。単価

が変更になった場合に対応できるよう、資金計画には余裕を持って計画してください。
○ 令和８年度より、共同生活援助事業所の基準単価について、都独自の物価スライドを導入しております。

都市部・障害者施設①

令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月） ８

国単価
（１施設当たり）

生活介護 本体 利用定員 ２０人以下 72,900,000

自立訓練 ２１人～４０人 147,100,000

就労移行支援 ４１人～６０人 246,000,000

就労継続支援 ６１人～８０人 345,400,000

８１人～１００人 445,200,000

１０１人～１２０人 543,600,000

１２１人以上 643,500,000

施設入所 利用定員 ２０人以下 58,800,000

支援整備 ２１人～４０人 118,700,000

加算 ４１人～６０人 198,700,000

６１人～８０人 280,000,000

８１人～１００人 359,700,000

１０１人～１２０人 441,000,000

１２１人以上 521,000,000

-

-

56,200,000 （１施設当たり） 56,200,000

185,500,000 （１施設当たり） 185,500,000

15,100,000 7,370,000

12,400,000 （１施設当たり） 12,400,000

8,400,000 （１施設当たり） 8,400,000

避難スペース整備加算 48,900,000 （１施設当たり） 48,900,000

- 1,220,000

-（１施設当たり） 4,500,000

短期入所整備加算

事業（施設）の種類

重度化等対応加算（Ⅰ）

重度化等対応加算（Ⅱ）

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

330,000

就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算

居宅介護整備加算

短期入所整備重度化等対応加算

短期入所医療機器等設備整備加算

都単価
（１人当たり）

11,010,000

7,330,000

430,000



２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部・障害者施設②

９令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国単価
（１施設当たり）

療養介護 本体 利用定員 20人以下 132,900,000

21人～40人 267,000,000

41人～60人 445,100,000

61人～80人 626,400,000

８１人～１００人 806,200,000

１０１人～１２０人 985,600,000

１２１人以上 1,165,500,000

56,200,000 （１施設当たり） 56,200,000

185,500,000 （１施設当たり） 185,500,000

15,100,000

12,400,000 （１施設当たり） 12,400,000

8,400,000 （１施設当たり） 8,400,000

48,900,000 （１施設当たり） 48,900,000

共同生活援助 創設 利用定員 4人～10人 34,600,000 （１施設当たり） 62,000,000

事業所 エレベーター等設置整備加算 2,730,000 （１施設当たり） 2,730,000

15,100,000
就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算 12,400,000 （１施設当たり） 12,400,000

8,400,000 （１施設当たり） 8,400,000

48,900,000 （１施設当たり） 48,900,000

-（１施設当たり） 7,800,000

医療機器等設備整備加算 -（１施設当たり） 4,500,000

- 1,220,000

短期入所医療機器等設備整備加算 -（１施設当たり） 4,500,000

就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援（各事業のみの整備の場合） 12,400,000 （１施設当たり） 12,400,000

居宅介護（居宅介護のみの整備の場合） 8,400,000 （１施設当たり） 8,400,000

36,500,000 （１施設当たり） 36,500,000

解体撤去工事費（入所系） 16,500,000 （１施設当たり） 16,500,000

解体撤去工事費（通所系） 8,250,000 （１施設当たり） 8,250,000

仮設施設整備費（入所系） 30,300,000 （１施設当たり） 30,300,000

仮設施設整備費（通所系） 14,400,000 （１施設当たり） 14,400,000

補装具製作施設 18,300,000 （１施設当たり） 18,300,000

盲導犬訓練施設 230,100,000 （１施設当たり） 230,100,000

点字図書館 63,100,000 （１施設当たり） 63,100,000

都単価
（１人当たり）

7,370,000

7,370,000

重度化等対応加算

短期入所整備重度化等対応加算

事業（施設）の種類

避難スペース整備加算（１施設当たり）

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

18,340,000

短期入所整備加算

居宅介護整備加算

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算
就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算



２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部外・障害者施設①

10令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国単価
（１施設当たり）

生活介護 本体 利用定員 20人以下 69,500,000

自立訓練 21人～40人 140,100,000

就労移行支援 41人～60人 234,300,000

就労継続支援 61人～80人 329,000,000

８１人～１００人 424,000,000

１０１人～１２０人 517,800,000

１２１人以上 612,900,000

施設入所 利用定員 20人以下 56,000,000

支援整備 21人～40人 113,100,000

加算 41人～60人 189,300,000

61人～80人 266,700,000

８１人～１００人 342,600,000

１０１人～１２０人 420,000,000

１２１人以上 496,200,000

-

-

53,600,000 （１施設当たり） 53,600,000

176,700,000 （１施設当たり） 176,700,000

14,400,000

11,900,000 （１施設当たり） 11,900,000

8,000,000 （１施設当たり） 8,000,000

46,500,000 （１施設当たり） 46,500,000

短期入所整備重度化等対応加算 -

短期入所医療機器等設備整備加算 - （１施設当たり） 4,500,000

1,220,000

居宅介護整備加算

就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算

11,010,000

7,330,000

430,000

330,000

7,370,000

避難スペース整備加算

重度化等対応加算（Ⅰ）

重度化等対応加算（Ⅱ）

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

事業（施設）の種類
都単価

（１人当たり）



２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部外・障害者施設②

11令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国単価
（１施設当たり）

療養介護 本体 利用定員 20人以下 126,600,000

21人～40人 254,400,000

41人～60人 423,900,000

61人～80人 596,700,000

８１人～１００人 767,900,000

１０１人～１２０人 938,700,000

１２１人以上 1,110,000,000

53,600,000 （１施設当たり） 53,600,000

176,700,000 （１施設当たり） 176,700,000

14,400,000

11,900,000 （１施設当たり） 11,900,000

8,000,000 （１施設当たり） 8,000,000

46,500,000 （１施設当たり） 46,500,000
就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援（各事業のみの整備の場合） 11,900,000 （１施設当たり） 11,900,000

居宅介護（居宅介護のみの整備の場合） 8,000,000 （１施設当たり） 8,000,000

34,800,000 （１施設当たり） 34,800,000

15,800,000 （１施設当たり） 15,800,000

7,920,000 （１施設当たり） 7,920,000

28,900,000 （１施設当たり） 28,900,000

13,800,000 （１施設当たり） 13,800,000

18,340,000

7,370,000

都単価
（１人当たり）

事業（施設）の種類

就労・訓練事業等整備加算

大規模生産設備等整備加算

短期入所整備加算

仮設施設整備費（通所系）

仮設施設整備費（入所系）

解体撤去工事費（通所系）

解体撤去工事費（入所系）

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

居宅介護整備加算

避難スペース整備加算

就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、相談支援整備加算



○ 障害児施設については、令和５年度より国庫補助事業の変更に伴い、国の交付基礎点数に変更となっています。
〇 国庫補助額の算出については補助金計算書でご確認いただき、ご不明点は都担当者までお問い合わせください。

２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部・障害児施設①

12令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国 交付基礎点数
（１施設当たり）

福祉型障害児入所施設 本体 利用定員 ２０人以下 88,679

医療型障害児入所施設 ２１人～４０人 178,095

４１人～６０人 296,919

６１人～８０人 417,855

８１人～１００人 537,689

１０１人～１２０人 657,339

１２１人以上 777,081

37,585 （１施設当たり） 56,378,000

123,784 （１施設当たり） 185,676,000

10,199

短期入所医療機器等設備整備加算 - （１施設当たり） 4,500,000

8,472 （１施設当たり） 12,708,000

5,641 （１施設当たり） 8,462,000

18,195 （１施設当たり） 27,293,000

32,714 （１施設当たり） 49,071,000

事業（施設）の種類

避難スペース整備加算

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援整備加算

小規模グループケア整備加算

都単価
（１人当たり）

18,340,000

7,370,000



２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部・障害児施設②

13令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国 交付基礎点数

（１施設当たり）
本体 利用定員 ２０人以下 48,796

２１人～４０人 98,238

４１人～６０人 164,036

６１人～８０人 230,477

８１人～１００人 296,919

１０１人～１２０人 362,533

１２１人以上 429,159

-

-

37,585 （１施設当たり） 56,378,000

123,784 （１施設当たり） 185,676,000

10,200

8,472 （１施設当たり） 12,708,000

5,641 （１施設当たり） 8,462,000

32,714 （１施設当たり） 49,071,000

短期入所整備重度化等対応加算 -

短期入所医療機器等設備整備加算 - （１施設当たり） 4,500,000

24,444 （１施設当たり） 36,666,000

障害児相談支援（各事業のみの整備の場合） 8,472 （１施設当たり） 12,708,000

5,641 （１施設当たり） 8,462,000

解体撤去工事費（入所系） 10,809 （１施設当たり） 16,214,000

解体撤去工事費（通所系） 5,431 （１施設当たり） 8,147,000

仮設施設整備費（入所系） 19,832 （１施設当たり） 29,748,000

仮設施設整備費（通所系） 9,468 （１施設当たり） 14,202,000

児童発達支援センター

児童発達支援事業

放課後等デイサービス

事業（施設）の種類

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（各事業のみの整備の場合）

重度化等対応加算（Ⅰ）

重度化等対応加算（Ⅱ）

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援整備加算

避難スペース整備加算

430,000

330,000

7,370,000

1,220,000

都単価

（１人当たり）

11,010,000



２ 令和８年度施設整備基準単価（案） 都市部外・障害児施設

14令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

国 交付基礎点数

（１施設当たり）

福祉型障害児入所施設 本体 利用定員 20人以下 84,457

医療型障害児入所施設 21人～40人 169,615

41人～60人 282,780

61人～80人 397,958

８１人～１００人 512,085

１０１人～１２０人 626,038

１２１人以上 740,078

35,796 （１施設当たり） 53,694,000

117,890 （１施設当たり） 176,835,000

9,714

8,069 （１施設当たり） 12,104,000

5,373 （１施設当たり） 8,060,000

17,329 （１施設当たり） 25,994,000

31,157 （１施設当たり） 46,736,000

短期入所医療機器等設備整備加算 -（１施設当たり） 4,500,000

国 交付基礎点数

（１施設当たり）

本体 利用定員 20人以下 46,473

21人～40人 93,560

41人～60人 156,225

61人～80人 219,502

８１人～１００人 282,780

１０１人～１２０人 345,270

１２１人以上 408,723

（Ⅰ） -

（Ⅱ） -

35,796 （１施設当たり） 53,694,000

117,890 （１施設当たり） 176,835,000

9,714

8,069 （１施設当たり） 12,104,000

5,373 （１施設当たり） 8,060,000

31,157 （１施設当たり） 46,736,000

短期入所整備重度化等対応加算 -

短期入所医療機器等設備整備加算 -（１施設当たり） 4,500,000

23,280 （１施設当たり） 34,920,000

障害児相談支援（各事業のみの整備の場合） 8,069 （１施設当たり） 12,104,000

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（各事業のみの整備の場 合） 5,373 （１施設当たり） 8,060,000

解体撤去工事費（入所系） 10,295 （１施設当たり） 15,443,000

解体撤去工事費（通所系） 5,173 （１施設当たり） 7,760,000

仮設施設整備費（入所系） 18,888 （１施設当たり） 28,332,000

仮設施設整備費（通所系） 9,018 （１施設当たり） 13,527,000

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援整備加算

大規模訓練設備等整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援整備加算

避難スペース整備加算

避難スペース整備加算

重度化等対応加算

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

障害児相談支援整備加算

都単価

（１人当たり）

7,370,000

11,010,000

都単価

（１人当たり）

事業（施設）の種類

事業（施設）の種類

小規模グループケア整備加算

児童発達支援センター

児童発達支援事業

放課後等デイサービス

430,000

330,000

7,370,000

1,220,000

18,340,000

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

障害児相談支援整備加算



令和６年度から令和８年度までを計画期間とする、「障害者・障害児地域生活支援３か年プラン」による整
備目標を達成するため、整備費の設置者負担の２分の１を軽減する、特別助成を行っています。

障害者の地域居住の場の整備については、利用者の重度化に対応する整備を、日中活動の場の整備については、
利用者の高齢化・重度化・地域生活への移行・医療的ケなどの多様なニーズに対応する整備を、また、障害児へ
の支援の充実については、中核的施設や重症心身障害児が支援を受けられるような事業所の整備を促進していく
ことを目的としています。

３ 特別助成について

（１）主旨

（２）制度目的

（３）対象事業

１．障害福祉サービス事業所（生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）
２．短期入所
３．共同生活援助事業所
４．児童発達支援センター
５．主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所
６．主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所

（４）注意事項

〇特別助成の適用の可否は、補助協議書の審査の上、整備に対する区市町村の意見書等を通じて決定します。
〇そのため、事業計画書の段階で補助金を計算するときは、特例補助（補助率7/8）で計算せず、本則（補助率3/4）

の補助率で計算して書類を作成してください。
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３ 特別助成について

（５－１）適用条件（障害福祉サービス事業所の場合）

以下の①～③のいずれかのニーズを満たす事業所であること。（整備地の区市町村が認めていること）

① 障害者の高齢化・重度化

障害者の高齢化や重度化等の状況の変化にも対応できるよう、実施する事業の人員・設備基準を超えて手厚いサー
ビス提供体制を確保すること。また、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられる体制の確保が期待できること。

＊具体的には以下の事業所が対象
・常勤換算方法で、直接処遇職員数が対象事業の利用者を１.７で除して得た数に比する人員配置体制のある事業所
・上記事業所に準じた人員配置体制、かつ、高齢化・重度化した障害者を支援するための設備のある事業所
・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

② 地域生活への移行

地域で生活する障害者やその家族の状況の変化や緊急事態の対応を図り、障害者が地域での生活を継続できる体制
を構築することが期待できること。

また、地域の障害のある子供やその家族からの相談への対応や、他の障害児支援事業所や障害児を受け入れている
保育所等に対し専門的機能を活かした支援を行うなど、地域における障害児支援の中核的施設としての役割を担うこ
とが期待できること。

＊具体的には以下の事業所が対象
地域生活支援拠点に必要な機能を備える事業所、児童発達支援センター 等

③ 医療的ケア

医療的ケアを要する障害者が、地域で医療的な支援を受けながら、障害福祉サービスを利用できる、また、重症心身
障害児が身近な地域で支援を受けられるよう、看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師）を配置して支援できる
体制の確保が期待できること。

＊具体的には以下の事業所が対象
東京都重症心身障害児（者）通所事業を実施する事業所 等
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（５－２）適用条件（共同生活援助事業所の場合）

以下の①及び②を満たす事業所であること。

①グループホームの新規開設又は定員増を目的として行う整備であること。
②重度者対応（区分４以上の利用者を１人以上受け入れる）を行うグループホームであること。

（６）補助率

事業種別 補助率 要件

障害者支援施設 3/4 地域生活型入所施設であること

日中活動の場
（通所施設等）

7/8
利用者の高齢化・障害の重度化・地域生活支援の拠点・医療的ケアのうち、

いずれか1つ以上に対応する事業であると区市町村が認めていること

3/4 上記以外

共同生活援助
7/8 重度対応を行うグループホーム（の新規開設又は定員増）であること

3/4 上記以外

短期入所
7/8 新規開設又は定員増を目的として行う整備の場合

3/4 上記以外

重心通所（都制度） 7/8 ー

児童発達支援センター 7/8 ー

児童発達支援事業所
放課後等デイサービス

7/8 主に重症心身障害児を支援する場合

3/4 上記以外

障害児入所施設 3/4 ー

３ 特別助成について

17令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）



利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケア等を含む利用者の受入れに伴い、必要とされる設備を整備した場合に
加算します。

① 共同生活援助、短期入所
ただし、消防署から６項ロ（障害支援区分４以上が８割）の指導を受け、スプリンクラーを設置することに加え、

障害の重度化（障害支援区分４以上）、利用者の高齢化（概ね５０歳以上）、医療的ケア等の利用者を受け入れる
見込みがあると区市町村が認めるもの。
※ただし、障害者支援施設に併設される短期入所を除く

② 通所施設等（特別助成が適用されるものに限る）、児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支
援事業所及び放課後等デイサービス事業所

４ 重度化等対応加算について

（１）事業内容

（２）対象事業

（３）必要とされる設備の例

共同生活援助・短期入所 エレベーター、特殊浴槽、介護リフト等

通所施設等 （Ⅰ）昇降機 （Ⅱ）スプリンクラー

（４）加算額

事業種別 算定基準 補助基準額

共同生活援助 1施設あたり 7,800千円

短期入所 1床あたり 1,220千円

通所施設等 定員１人あたり
（Ⅰ）430千円

（Ⅱ）330千円

児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

定員1人あたり
（Ⅰ）430千円

（Ⅱ）330千円 18令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）



1. 児童発達支援センター
2. 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所

1. 当該地域において、整備対象施設が未設置であること。
2. 当該整備が、区市町村が策定する障害児福祉計画に位置付けられていること。

各事業に係る補助基準額算出後、整備促進係数（１.５０）を乗じ、補助基準額を上乗せする。

民間事業者による児童発達支援センター及び主に重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス
事業所の整備を促進するため、未設置地域に対して新たに対象事業の創設による整備を行う場合、整備促進係数を導
入しています。

５ 整備促進係数について

賃貸物件を改修して主に重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所を整備する場合
は「障害者通所施設等整備費補助（※）」（都単独補助）の対象となります。

※制度概要は、障害者サービス情報に掲載しています。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-009
（書式ライブラリー＞G 障害者の基盤整備＞障害者通所施設等整備費補助事業）

（１）主旨

（２）対象施設

（３）補助内容

（４）補助条件
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６ 重度対応特別単価について

（１）制度目的

令和６年度～令和８年度までを期間とする第７期障害者・障害児地域生活支援３か年プランにおいて、従来の基盤
整備に関する目標に加え、新たに質の向上に関する目標を設定しています。目標達成のため、重度障害者に対応でき
る地域居住の場、日中活動の場、在宅サービスを整備する場合に、重度対応特別単価を適用します。

（２）対象事業

新たに、強度行動障害・重度重複障害・医療的ケアを要する障害者（以下、「重度障害者」という。）を受け入れ
るために、共同生活援助事業所・短期入所・生活介護事業所を整備する場合。

【重度障害者の定義】

強度行動障害者 行動関連項目の点数が合計10点以上に該当する者

重度重複障害者 東京都重症心身障害児（者）通所事業にて対象となりうる者

医療的ケア者
医療的ケアの判定スコア表に記載のいずれかの医療行為を必要とする
者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者

（３）補助内容

【補助基準額】本体工事の補助基準額を１.５倍に引き上げる。
≪R８都単価（案）≫

【補 助 率】７／８とする。

通常 重度対応特別単価

生活介護 本体 (1人あたり)11,010,000円 (1人あたり)16,515,000円

共同生活援助
創設

(1施設あたり)62,000,000円 (1施設あたり)93,000,000円

短期入所 (1人あたり)7,370,000円 (1人あたり)11,055,000円
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６ 重度対応特別単価について

（４）補助条件

次の①～④のすべてを満たすこと。

①・生活介護及び共同生活援助については、重度障害者を定員の３割以上受け入れること
・短期入所については、重度障害者を対象としていることを事業所所在地の区市町村が認めること

② 重度障害者の受け入れを評価する国報酬を取得している状況であること
（詳細は、重度対応特別単価取扱要領（資料編Ｐ.１３２）の別表２を参照）

③ 指定基準に加えて、下記に掲げる必要な設備を整えていること

④ 重度障害者対応の施設整備の必要性が、事業所所在地の区市町村の障害福祉計画において位置付けられていること

（５）事業開始後

生活介護 共同生活援助 短期入所

強度行動障害者 特性に応じた部屋（クールダウン室等）を設けること
重度障害者の居室は、内法９.９平方メートル

以上（収納設備等を除く）とすること。
重度重複障害者 特性に応じた部屋（スヌーズレン室、特殊浴槽の設置を

想定した広い浴室・脱衣所等）を設けること医療的ケア者

以下のとおりに、重度障害者の在籍状況及び施設の加算取得状況を、都へ報告すること。
① 開設から６か月経過後、速やかに報告する
② 補助事業完了後１０年間、４月末日までに（３月末時点の状況を）報告する。

（６）その他

補助事業完了後、補助条件を満たさなくなった場合（やむを得ない事情があると認められる場合は除く）は、補助金
の交付の目的に反する使用に該当するものとして、財産処分の対象となる。
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７ 医療機器等設備整備加算について

医療的ケアが必要な障害児者を受け入れる地域居住の場、日中活動の場を新規に整備する場合において、受け入れ
に当たり必要な医療機器に係る設備整備を行った場合に加算します。

（１）事業内容

（２）対象事業

重度対応特別単価が適用となる共同生活援助事業所及び短期入所において、医療的ケア児者を受け入れるに当たり
必要となる、１件１０万円（税抜き）以上の医療機器等に係る設備整備を行う場合。

※重症心身障害者（児）等短期入所事業所設備整備費補助金の交付を受けている設備整備事業については、本加算の対象とはなりませ
んのでご留意ください。

（３）必要とされる設備の例

医療用モニター、人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引機、吸入器（ネブライザー）等

（４）加算額

事業種別 算定基準 補助基準額

共同生活援助
1施設あたり 4,500千円

短期入所
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８ その他の加算について

〇前述の加算のほか、就労・訓練事業等整備加算、避難スペース整備加算等があります。

〇詳細は資料編をご確認ください。
＊就労・訓練事業等整備加算

障害者施設等⇒資料編Ｐ．２０６ 障害児施設⇒資料編Ｐ．２２５
＊避難スペース整備加算

障害者施設等⇒資料編Ｐ．２１１ 障害児施設⇒資料編Ｐ．２２９

〇各種加算に該当するかどうかについては、東京都との補助協議書の審査、事業所への区市町村の意見書等を通じて決
定します。

〇そのため、事業計画書を作成する時点では加算を含めずに補助金を計算してください。
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障害者施設分 障害児施設分

当初予算協議 補正予算協議 創設・改築等 大規模修繕等

事前協議 原則、確認書提出締切日１か月前までに終了してください

確認書（エントリー）締切 令和８年５月２２日（金）

事業計画書提出締切 令和８年６月２６日（金）

協議書提出締切（別途依頼） 令和８年１０月頃 令和８年８月頃 令和８年８月頃

審査 令和９年１月頃 令和８年１０～１１月頃 令和８年１０～１１月頃

国庫補助協議（都→国） 令和９年３～４月頃 令和９年１月頃 令和９年１月頃

都内示 令和９年８月頃 令和９年４月 令和９年７月頃 令和９年５月頃

９ 補助スケジュール（概要）

（国の予算状況（令和８年度補正予算・令和９年度当初予算協議）によって異なります。）

（１）補助スケジュール

（２）事務手続きの流れ
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①事前相談・調整 （確認書提出締切の1か月前まで）

・整備費補助をご活用される場合は必ず事前相談を行ってください。事前相談は、事業計画書提出の１カ月前まで
に終了させてください。

・事前相談をご希望の場合は、生活基盤整備担当（03-5320-4152）宛てにお電話ください。
・事業計画書の提出前に、区市町村障害福祉主管課、建築指導部署及び消防署など関係機関への相談も必要です。

原則、補助協議後の変更（資金計画、図面、工事仕様内容等）は認められませんので、ご注意ください。
・書類を提出する前に、法人が主体となって、設計士とともに、都を始めとする関係機関と十分に調整等を行って

ください。

＊「事前相談票」は障害者サービス情報に掲載しています。
（東京都障害者サービス情報＞書式ライブラリー＞G障害者の生活基盤整備＞事前相談）

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-006

②確認書の提出 （令和８年５月２２日（金曜日）締切）

・協議を希望する場合は確認書を提出してください。

③事業計画書の提出 （令和８年６月２６日（金曜日）締切）

・補助協議書を提出する予定がある場合、都に事業計画書を提出してください。
・事業計画書の提出が補助協議受付の条件となります。
・事業計画書提出後、都による現地確認及び書類確認を行います。

④補助協議書の提出、選定委員会、専門家検討委員会 （令和８年８月～令和９年１月頃）
・補助協議の様式はメールにて送付します。（７月下旬頃）

・補助協議にあたっては、必要な書類を整え提出してください。
・補助協議書提出後、都において、審査要領及び審査基準に基づき、審査を行います。

９ 補助スケジュール（具体的な流れ）
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⑤内示 （令和９年４月～８月頃）

・国に協議し、国から採択された場合、都から事業者あてに内示をお出しします。
・予算の範囲内での採択になりますので、必ず内示が出るとは限りません。
・国の状況は、Ｐ.３９を参照してください。

⑥入札

内示後、都が行う契約手続きに準じて、入札手続きを行う必要があります。
注１）入札手続きは、「施設整備費補助に係る工事請負等契約手続」を参照して、随時、東京都に事前協議や報告等

を行っていただく必要があります。内示後に入札の方法をご説明いたします。
注２）設計業者・コンサルタントと提携関係にある建設業者は、入札に参加できません。
注３）入札には約２か月かかります。

⑦交付申請

入札により決定した業者と工事請負契約締結後、２週間以内に交付申請書を提出してください。
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９ 補助スケジュール（具体的な流れ）
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⑧実績報告

・工事竣工（工事が翌年度にまたがる場合は当該年度末）から１０日以内に実績報告書を提出してください。
・工事が2か年にまたがる場合は、翌年度分について、次年度の内示以降、交付申請→実績報告→請求の手続きを再

度行う必要があります。

〇基本指針、事業計画書及び補助協議書をもとに、都において事業の妥当性や法人の適格性等を審査し、適と承認され
た事業を国に協議します。

〇また、国から採択された場合、都から法人に内示を行う前に改めて審査を行います。
〇なお、補助事業は予算の範囲内で行われるため、都において適と承認されたとしても補助内示が必ず得られるわけで
はありませんのでご注意ください。

（３）審査会スケジュール（参考）

障害者施策推進部 障害者（児）施設整備費補助対象法人選定委員会 R8.12月頃 R8.10月頃 R8.10月頃

都
社会福祉施設整備費補助対象法人の審査に係る

専門家検討委員会【協議前】
R9.1月頃 R8.10月頃 R8.11月頃

都→国 国庫補助協議 R9.3月頃 R9.1月頃 R9.1月頃

都
社会福祉施設整備費補助対象法人の審査に係る

専門家検討委員会【内示前】
R9.6月頃 R9.2月頃

R9.5～7月
頃

障害者施設 障害児
施設当初予算協議 補正予算協議

補助協議書提出

補助内示

９ 補助スケジュール（具体的な流れ）
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障害者施設・令和９年度当初予算協議の場合

９ 補助スケジュール（全体スケジュール）
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調 整



障害者施設・令和８年度補正予算協議の場合

【注意】令和８年度補正予算で協議する場合、令和９年度中に事業を完了させる必要があります。

９ 補助スケジュール（全体スケジュール）
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令和１０年度

時期 ～4月 5～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4月～

国

国
内
示

東
京
都

施
設
設
置
主
体

福
祉
医
療
機
構
借
入
申
込

実
施
設
計

建
築
確
認
申
請

令和８年度 令和９年度

事
前
相
談
・
調
整 確

認
書
提
出

事
業
計
画
書
提
出

協
議
書
提
出

内
容
審
査
・

現
地
調
査

専
門
家
検
討
委
員
会

（
内
示
前
）

令
和
８
年
度
国
庫
補
助
協
議

都
内
示

交
付
申
請
（
R
９
分
）

実
績
報
告
（
R
９
分
）

補
助
金
支
払
（
R
９
分
）

竣
工
検
査

中
間
検
査

国庫補助協議の段階で、資金

計画等の最終確認をします。

贈与契約書、（自治体の）補

助予定通知書等が必要となり

ますので、ご留意ください。

新設法人の場合、

入札及び契約手続

きは、原則、法人

認可後でなければ

なりません。

契約関係は、

都の契約事

務規則に準

じて行いま

す。

補
助
内
示
・

法
人
認
可
後

参
加
条
件
公

表
・
入
札

契
約
・
着
工

交付申請は、

工事契約後

2週間以内

に提出して

ください。

●竣工時期から事業開始まで、

約2か月の準備期間を考慮して

ください。

●R９分実績報告は、事業完了

後10日以内に提出してください。

調 整

◆資金計画の作成は、

補助金等の入金時期を

考慮すること

・
選
定
委
員
会

・
専
門
家
検
討
委
員
会

（
国
庫
補
助
協
議
前
）



障害児施設・令和９年度第１回協議の場合

【注意】障害児施設の場合、毎年度、進捗率に応じて国庫補助協議を行う必要があります。

９ 補助スケジュール（全体スケジュール）
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時期 ～4月 5～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月

国

国
内
示

東
京
都

施
設
設
置
主
体

福
祉
医
療
機
構
借
入
申
込

実
施
設
計

建
築
確
認
申
請

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

事
前
相
談
・
調
整 確

認
書
提
出

事
業
計
画
書
提
出

協
議
書
提
出

内
容
審
査
・

現
地
調
査

専
門
家
検
討
委
員
会

（
内
示
前
）

令
和
９
年
度
国
庫
補
助
協
議

都
内
示
（
R
９
分
）

交
付
申
請
（
R
9
分
）

実
績
報
告
（
R
9
分
）

交
付
申
請
（
R
1
0
分
）

実
績
報
告
（
R
1
0
分
）

都
内
示
（
R
1
0
分
）

補
助
金
支
払
（
R
9
分
）

補
助
金
支
払
（
R
1
0
分
）

竣
工
検
査

中
間
検
査

国庫補助協議の段階で、資金

計画等の最終確認をします。

贈与契約書、（自治体の）補

助予定通知書等が必要となり

ますので、ご留意ください。

新設法人の場合、

入札及び契約手続

きは、原則、法人

認可後でなければ

なりません。

契約関係は、

都の契約事

務規則に準

じて行いま

す。

補
助
内
示
・

法
人
認
可
後

参
加
条
件
公

表
・
入
札

契
約
・
着
工

交付申請は、

工事契約後

2週間以内

に提出して

ください。

●竣工時期から事業開始まで、約

2か月の準備期間を考慮してくだ

さい。

●R10分実績報告は、事業完了

後10日以内に提出してください。

調 整

令
和
1
0
年
度
国
庫
補
助
協
議

・
選
定
委
員
会

・
専
門
家
検
討
委
員
会

（
国
庫
補
助
協
議
前
）



１０ 事業計画書提出までに事業者が行う確認や調整等

事業計画書の提出前に、下記の該当する確認事項全てにチェックがつくように、必ず調整及び確認をしてく
ださい。 なお、チェックがつかない事項がありましたら都(生活基盤整備担当)まで速やかにご相談ください。

（ここでは、法人が確認や調整等すべき基本的な事項を示しています。詳細は、「障害者（児）施設整備審査
基準」及び「社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領」をご確認ください。最終的には、審査要領に基づき、
審査されますので、下記以外にも確認や調整等漏れのないよう十分留意し、適時適切に対応してください。）

チェック欄 確認事項

１ 事業計画関係

□

整備目的、想定する利用者像、定員規模、支援方針等は明確であるか。

法人として事業を行う場を整備する理由や、規模及び支援方法等どのような事業を行うことを考
えているのか、補助協議後の変更がないよう計画を詰めてください。

□

地元区市町村に当該事業のニーズについて確認し、事業計画を説明しているか。

計画が区市町村の障害福祉計画に沿っており、ニーズに対応しているかなどについて確認してくだ
さい。また、補助協議の際は、区市町村の意見書の添付が必要です。

□

事業の継続に関する法人内の意志確認はしているか。

事業を継続できなかった場合は、補助金の返還が求められます。また、整備後、建物の処分制限期
間は、原則当該事業の目的以外での使用等は認められません。

□

事業を行うことについて、地域住民の理解を得られるような対応を適切に行っているか。

地域居住の場であるグループホーム、日中活動の場である通所施設等、在宅サービスの充実という
短期入所の整備目的が果たされるよう、地域の状況等に応じて、区市町村と相談しながら、適宜、地
域住民に理解が得られるように努めてください。

□

十分に検討され無理のないスケジュール（入札手続き、工期、事業開始日等）であるか。

補助協議にあたっては、法人内及び設計士等関係者と十分に協議し、余裕ある工期及び事業開始日
（原則、事業開始に係る指定申請等は建物引渡し後）を設定してください。
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チェック欄 確認事項

□
土地オーナーと契約内容について齟齬がないことを確認しているか。

契約予定の土地面積、契約時期、契約期間等の認識が異なっており、途中で契約変更を余儀なくさ
れ、協議取下げになるケースが見受けられます。

２ 土地関係

□
境界の確定や不動産の登記等物件に係る手続きは遺漏なく完了しているか。

補助協議に関係のある土地の状況については、原則として、補助協議時点において諸事情が確定し
ている（協議後変動する可能性がない）ことが前提となります。

□

抵当権等権利設定がないことや地目（農地の場合、転用許可が必要）を確認しているか。
当該施設整備以外の目的による抵当権が設定されている場合は、原則として認められないため、協

議書提出時までに抹消してください。また、地目によっては別途手続きが必要となるので、手続き漏
れのないよう関係機関に確認してください。

なお、根抵当権の設定についてはいかなる目的においても認められません。

□
用途地域や接道要件等事業実施にあたって支障はないか。

事業を行う場を整備する場合、用途地域、防火地域、接道、高さ制限、日影規制等建築基準法や消
防法等関係法令に適合するよう関係機関に十分確認してください。

□
区画整理の予定がある等事業継続が困難な恐れのある要素はないか。

利用者保護等の観点から、将来、事業継続が困難になることがわかっている土地（区画整理や道路
予定地等）における補助協議は避けてください。

□

（借地の場合）借地借家法に遵守した借地契約となるよう地主と調整しているか。
土地は自己所有を原則とするが、それにより難い場合は借地借家法を遵守し、事業継続が担保され

る契約を交わしてください。なお、事業用定期借地契約（グループホームは不可）を交わす場合は公
証役場との調整が必要です。

３ 建物関係

□

建築確認（用途変更含む。）が確実におりるよう建築指導部署と事前協議をしているか。
補助協議の前に、建物用途を始めとする建築基準法等建築関係法令に遵守した事業を行う場となる

よう建築指導部署と十分に協議・相談を行ってください。（補助協議の際は、建築指導部署との打ち
合わせ記録の添付が必要です。）

１０ 事業計画書提出までに事業者が行う確認や調整等
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１０ 事業計画書提出までに事業者が行う確認や調整等

チェック欄 確認事項

□

設備基準が、基準条例や事業審査基準等関係規定に適合しているか。

補助協議を行う場合は、建築基準法等建築関係法令の他に、東京都指定障害福祉サービス事業等の
人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年東京都条例第155号）や各事業審査基準等に規定
する設備基準を満たす必要があります。

□

利用者の生活及び支援に係る構造的・設備的な配慮について十分に検討しているか。

整備計画は、それぞれの事業の理念を踏まえるとともに、利用者の生活及び利用者支援を第一に考
えてください。整備費補助を入れるからには、利用者の利便性が確保された構造（図面）、設備と
なっていることが求められます。なお、補助事業終了後の改修等は、原則、認められません。

□
必要な消防設備・避難経路等について確認しているか。

必要な消防設備等について、事前に所管消防署と十分に協議・相談を行ってください。

□

抵当権等権利設定がないこと。

当該施設整備以外の目的による抵当権が設定されている場合は、原則として認められないため、協
議書提出時までに抹消してください。

なお、根抵当権の設定についてはいかなる目的においても認められません。

□

（建物改修の場合）不動産の登記等物件に係る手続きは遺漏なく完了しているか。

補助協議に関係がある建物の状況については、原則として、補助協議時点において諸事情が確定し
ている（協議後変動する可能性がない）ことが前提となります。

□

（建物改修の場合）既存建物は建築基準法に適合している（検査済証のとおり）か。

違反建築物の場合は、当該違反を是正のうえ補助協議をしてください、また、増築等を行っている
場合は、建築関係手続が適切に行われているか確認してください。
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チェック欄 確認事項

□

（建物改修の場合）既存建物の耐震性は確保されている（又は改修により確保予定）か。

昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築されたものについては、耐震診断により耐震性が確認
されたものであるか、耐震性が確保される整備計画である必要があります。

□

（防犯整備の場合）外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保がなされているか。

防犯に係る安全確保を目的とし、設備の設置位置・使用方法など十分に検討してください。特に、
プライバシーや自由を不当に制限していないことを確認してください。

□

その他、建築基準法や消防法等関係法令上の問題はないか

建築指導部署や所管の消防署等関係機関に対する確認や調整等については、設計士任せにせず、補
助協議の申請主体である法人としてしっかり状況の把握をしてください。

４ 資金計画関係

□

整備計画に要する費用及び運営費は、他の事業に支障なく必要十分に確保しているか。

必要最低限ではなく、想定外の事情による工事延長への対応や、年間事業費の2/12以上の運営費
確保等も念頭に置いた資金計画を立ててください。

□

家賃、食材料費、光熱水費等利用者負担が極力低廉になるよう検討・工夫しているか。

グループホームの場合、過度な利用者負担及び国の補足給付や都の家賃助成制度が前提の家賃設定
にならないよう、対外的に合理的な説明ができる額を設定してください。単に周辺の相場に設定して
いる家賃は認められません。

□

（借入を行う場合）借入金は確実に調達できる見込みがあるか。

当該事業にかかわる長期借入金は、原則として公的借入金（独立行政法人福祉医療機構の協調融資
を含む）であること。民間資金の借入金を予定している場合は、その償還財源が確実に確保されてい
ること。

１０ 事業計画書提出までに事業者が行う確認や調整等
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チェック欄 確認事項

□
（借入を行う場合）償還計画に無理がなく、金融機関等借入先と事前協議をしているか。

金融機関等借入先と十分に協議・相談してください。

□

（区市町村からの補助の活用を検討する場合）補助の有無や補助額、補助の時期は確実か。

区市町村に、補助の条件、補助額、支払い時期について、十分に確認してください。補助の額や時
期が異なると、資金計画の練り直しが必要になります。なお、補助協議時には、区市町村の補助見込
（確約）書を提出していただきます。

５ 財務関係

□

（既存法人の場合）財政状態は健全であるか。

負債金額（貸借対照表「負債の部」合計／「資産の部」合計）が、資産総額の２分の１を超えてい
る場合は、原則認められません。

１０ 事業計画書提出までに事業者が行う確認や調整等
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１ 補助協議後の計画変更について

補助協議後の計画変更は、軽微な変更を除き、原則として認められません。
そのため、補助協議にあたり、建築指導部署や消防署等関係機関と十分に相談し、法令及び都市計画の制限等をク

リアした整備計画としてください。ただし、補助協議後に、審査の観点から一部修正をお願いすることがあります。
その場合は速やかに指示に従ってください。

２ 虐待や法人指導があった場合

法人の運営する施設で虐待認定等を受けた場合における補助協議は以下のとおりとします。

（１）補助協議開始前 ： その改善が確認されるまで補助協議は受け付けません。
（２）補助協議開始後 ： その改善が確認されるまで内示を出すことができません。

なお、補助内示後においても、このような行為が発覚した場合は、改善が確認されるまで補助金交付決定手続き等
が進められない場合があります。

３ 事業の継続性について

・事業開始後においても、補助金の性質上、事業を長期的に安定して運営させていくことが求められます。
法人都合により、安易に事業を中断することがないようにしてください。

・事業を廃止及び移転等を行う場合にはＰ.４１「財産処分の概要及び手続について」に記載されているとおり、
補助金の返還を求められる場合がありますのでご注意ください。

・また、土地を借り受けて整備した場合においても、事業の継続性は求められます。事業を長期的に安定して事業
が運営できるよう、土地所有者との調整は必ず行ってください。

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項
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４ 補助対象外経費について

次に掲げる経費は補助対象外です。提出する見積書には、該当項目を補助対象外としている旨が分かるよう記載を
してください。

・土地の買収及び整地に要する費用

・既存建物の買収のための費用

・既存建物の解体費（整備区分が改築、老朽民間社会福祉施設整備以外の場合）

・家主の責任において負担すべき修繕等（躯体に係る工事、防蟻工事、屋根の修繕等）

・居室に設置する入居者個人が負担すべきもの（エアコン等）

・外構工事、植栽・造園、擁壁工事等

・施設と一体的ではない整備（カーテン、壁掛型エアコン、消火器、避難用はしご、AED等）

・内示前に交わされた契約や内示前の業務に関するもの（設計士との基本設計に係る契約等）

・内示前に行った設計・施工監理契約、工事請負契約、購入した備品等は対象となりません。

・その他、整備費として適当と認められないもの

５ 事業計画について

補助協議を行うのは、設計・コンサルタントではなく、整備・運営を行う事業者です。利用者の主たる障害種別、
性別、障害支援区分、収支や支援内容などをよく検討し、土地、建物、設備、利用者に求める費用や支援方法など適
切な事業計画としてください。

６ 資金計画、収支計画、財務状況について

・資金計画は、開設後の運営を考慮し、余裕をもった計画としてください。収支のシミュレーションは、給付費等
の単価や他施設の食費光熱費等を参考に、事業費等を具体的な数字で積算し、収支がとれることが必要です。ま
た、給付費の加算等は確実なものに留め、人件費は昇給率を見込む等、堅実なプランとしてください。

・財務指標上問題がある場合は、その要因と具体的な解決策を示すことが求められます。
なお、負債金額は資産総額のおおむね２分の１を超えない範囲にとどまっている必要があります。

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項

37令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）



７ 寄附金について

補助事業者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等資金の提供を受けてはいけま
せん。

８ 土地、建物の売買契約、賃貸借契約について

補助事業は、予算の範囲内で行われています。必ずしも内示が出るとは限りません。そのため、土地及び建物の売
買、寄付、賃貸借契約は、補助協議時は確約にとどめ、内示後に本契約を締結していただくことが望ましいです。

９ 抵当権等について

・補助協議前の抵当権設定は、原則不可です。土地・建物に根抵当権・抵当権が設定されている場合は、利用者保
護の観点から補助対象外となります。

・原則として、補助協議書類提出時（遅くとも審査会前）までには抵当権等を抹消してください。
また、補助協議前に物件を購入する際、抵当権設定をしないよう注意してください。

・ただし、土地・建物のいずれかに当該整備以外の目的による「抵当権」が設定されていても、土地・建物が自己
所有かつ次の①～④をすべて満たす場合は、補助対象とします。

注：当該整備にかかる借入れのために、新たに抵当権を設定することを妨げる規定ではありません。借入計画につい
ては、審査会での審査の上、適否を判断します。

1０ 審査基準について

・事業計画の内容は、「社会福祉施設整備費補助対象法人審査要領」及び「障害者（児）施設整備基準」に基づい
て審査されます。資料編Ｐ.３４でご確認ください。

・また、それぞれのサービス種別に応じた指定基準を満たしている必要があります。

①既借入金の年間返済予定額が、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
②既借入金の総額が、直近決算における年間収支に０.８を乗じた額を超えていないこと
③直近決算における自己資本が、当該整備事業計画に係る総事業費に０.２を乗じた額を上回っていること
④申請法人が抵当権設定者であること

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項
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１１ 財産処分について

・補助金の交付を受けて取得等した財産は、財産の処分制限期間（※）が経過するまで、都知事の承認を受けずに
交付の目的に反して使用、譲渡、担保に供する等の行為を行ってはいけません。

・財産処分の制限期間前に財産を処分すると、真に正当な理由がある場合を除き、返還金が発生します。
・当該期間以上は事業継続をするという強い意思を持ったうえで、補助協議してください。
・また、改修や移転、事業廃止を考えた場合は、実際に遅くともこれらを行う５～６カ月前までに、都（生活基盤

整備担当）に予め相談してください。

※例）用途が寄宿舎の場合、木造２２年・RC造４７年・鉄骨造３４年

補助金を受けて整備した建物の内部に手を加えたり、移転等する場合は、法人独自で判断せず、必ず
事前に都にご相談いただきますようお願いいたします。

１２ 国庫補助金への協議の状況

（１）障害者関係及び障害児関係の施設整備費は、これまで社会福祉施設等施設整備費補助金への協議を行ってき
ましたが、こども家庭庁の設置に伴い、障害児関係の施設整備については、令和５年度から次世代育成支援
対策施設整備交付金へ協議することとなりました。

（２）国の予算は、令和８年度も令和７年度に引き続き厳しい状況となっており、採択が困難な状況です。

≪社会福祉施設等施設整備費補助金≫
令和８年度当初予算案： ４０億円
令和７年度当初予算額： ５０.４億円（補正予算：１０１億円）

≪次世代育成支援対策施設整備交付金≫
令和８年度当初予算額： ６７億円
令和７年度当初予算額： ６７億円

（３）国には毎年度、各自治体から多くの協議があるため、多くの事業者が内示を受けることができるよう、国は、
協議額から減じて内示を出す場合があります。

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項
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（４）国庫補助協議には申請から採択、事業開始まで年単位の時間がかかります。不採択になる場合もあること等
を十分考慮した上で補助協議を行ってください。

（５）なお、公立施設を民間に移譲・貸与等する際に必要となる施設整備は、原則地方負担により対応すべきもの
とされておりますのでご注意ください。

（６）国の補正予算について
・ここ数年、国において補正予算が組まれるため、補正予算においても国庫補助協議を行っています。
・補正予算において協議ができる案件は、単年度で事業が終了するもののみです。また、年度によっては対

象事業が限られている場合もあります。
・国において補正予算が組まれ、国庫補助協議が可能となる場合、例年１２月から翌年１月頃に都から国へ

の協議書提出が求められます。
・補正予算において協議した結果、内示がつかなかった場合については、翌年度の当初予算において再協議

を行うことになります。
・なお、次世代育成支援対策施設整備交付金の対象となる案件については全件当初予算において協議をいた

しますので、ご留意ください。

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項

40令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）



財産処分の概要及び手続について

（１）財産処分とは

補助金を受けて取得した施設・設備等を、改築、転用、事業譲渡、事業廃止等する場合は、財産処分の都による事
前承認が必要です。また、経過年数によっては、財産処分の際に、補助金の返還が生じます。

※財産処分に該当する主な事例
①建物の改築（移転を含む） ②部屋の用途変更（倉庫を居室に変更する等） ③事業を他法人へ譲渡（社会福祉

法人化による譲渡を含む） ④建物の一部取壊し、設備の廃棄 ⑤建物を担保に供する（抵当権の設定等）

（２）財産処分の流れ

財産処分制限期間例(令和元年度時点) 【寄宿舎の場合】
《建物：鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの⇒４７年、木造⇒２２年》
※詳細は、厚生労働省告示第３２０号「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限間」参考
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相談から申請準備まで、概ね５か月程度を要しま

す。そのため、都への相談は早めにお願いします。

財産処分承認申請の日

から１カ月以内

財産処分完了の日

から１カ月以内

※補助金の返還が発生する場合は、承認通知の交付後に納付いただくことになります。

１１ 補助協議にあたっての主な注意事項
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（１）目的
この事業は、障害福祉サービス事業所等の設置に係る用地確保のための定期借地権設定に際して要する経費の

一部を補助することにより、障害福祉サービス事業所等の整備を図ることを目的とする。

（２）補助対象者
社会福祉法人、特定非営利活動法人等（自治体、営利法人を除く。）

（３）補助対象事業
・日中活動系サービス（生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）
・共同生活援助
・児童発達支援センター
・重心通所（東京都重症心身障害者（児）通所事業）
・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所（以下「主に重心」という）

（４）補助対象用地
民有地、公有地（国有地、区市町村有地）

（５）補助対象経費
別表の第２欄に定める経費とする。

※定期借地権の設定期間は原則として施設整備補助金にかかる財産処分制限期間以上であることとする。
※保証金として授受される一時金である場合、定期借地権の設定期間が10年未満の契約に基づき授受される一時金

である場合、定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合等は補助対象としない。

１２ 借地に関する補助事業について（定期借地権の一時金に対する補助事業について）

１．事業概要
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別表

１ 交付基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率

当該事業所等を整備する用地に係る国税局
長が定める路線価評価額（定期借地権の設
定期間が50年未満の場合は、定期借地権
設定期間（1年未満の端数切捨て）を50年
で除した割合を乗じるものとする。）の2
分の１の額。

定期借地権設定に際して授受される一時
金であって、借地代の前払いの性格を有
するもの（当該一時金の授受により、定
期借地権設定期間中の全期間又は一部の
期間の地代の引下げが行われていると認
められるもの）。

1/2

１２ 借地に関する補助事業について（定期借地権の一時金に対する補助事業について）

（６）補助金交付額
別表の第１欄の額に掲げる交付基準額と、第２欄に定める経費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較

して少ない方の額に、第３欄に定める補助率を乗じた額を交付する。

43令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）



１２ 借地に関する補助事業について（定期借地権の一時金に対する補助事業について）

２．事業イメージ

＊設定条件
路線価20万円/㎡、地積500㎡、借地料1億2,000万円/50年（240万円／年）、一時金5,000万円、寄付金0円、保証金225万円の場合

＊交付基準額
路線価20万円㎡×土地面積500㎡×1/2=5,000万円

＊補助金交付額
交付基準額と一時金を比較して低い方の額 × 補助率 ＝ 補助金交付額

5,000万円 × 1/2 = 2,500万円 

※注意※
定期借地権設定契約書に、下記事項を記載する必要があります。契約締結前に、必ず都の確認を受けてください。

・一時金の性質（賃料の前払いであるか）
・一時金額（月額賃料における充当金額が示されているか）
・一時金充当期間（いつからいつまで充てるのか）
・一時金充当期間終了前に解約された場合、一時金のうち未充当期間相当額を返還する旨の設定

保証金

225万円

一時金額

5,000万円

(1/2の2,500万円を都が補助)

≪初年度事業者負担額≫

借地料140万円＋一時金2,500万円＋保証金225万円＝計2,865万円

【一時金ありの場合】 借地料総額 7,000万円／50年（140万円／年）

【一時金ありの場合】 借地料総額 7,000万円／50年（140万円／年）

≪2～50年目の事業者負担額≫

借地料140万円／年 ※50年目に保証金返還

年間負担額が100万円減！

≪初年度≫
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（１）目的
この事業は、事業者が国有地又は民有地を借り受けて障害者施設を新たに整備する場合に要する経費の一部を

補助することにより、障害者施設の設置促進を図ることを目的とする。

（２）補助対象者
社会福祉法人、特定非営利活動法人等（自治体、営利法人を除く。）

（３）補助対象事業
・日中活動系サービス（生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）
・共同生活援助
・児童発達支援センター
・重心通所（東京都重症心身障害児（者）通所事業）
・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所（以下「主に重心」という）

（４）補助対象用地
民有地、国有地

（５）補助対象経費
事業所を新たに整備する場合に要する土地の賃料

（６）補助金交付額
土地賃料と補助基準額を比較して
少ないほうの額の１／２

※補助基準額
国有地：契約金額
民有地：公示地価により

３段階で設定

１２ 借地に関する補助事業について（借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業について)

１．事業概要

当該地の公示価格 通所施設等 グループホーム 主に重心

都内平均よりも低い場合 5,000 2,500 1,000

都内平均の2倍未満の場合 10,000 5,000 2,000

都内平均の2倍以上の場合 15,000 7,500 3,000

≪民有地の補助金額≫ 単位：千円／年

※整備予定地の公示価格がどこに該当するかについてはＰ.４４～４５を参照すること
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（７）その他
・補助対象期間は、賃貸借開始から６０か月（５年間）が上限
・令和９年３月までに土地賃貸借を開始したものが対象
・賃貸借契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合は補助対象外

２．事業イメージ

通所施設等、ＧＨ

土地

所有者
東京都賃借料

運営

事業者

【年度内に支払った賃借料と補助基準額の少ない方】×１／２＝補助額

補助金

＊事業開始初期の経費を抑えられ、経営の安定化を図ることができます。
＊定期借地権の一時期に対する補助との併用が可能です。ぜひ、ご活用ください。
＊２０２７年３月３１日までに契約締結し、かつ土地の賃貸借期間が始まったものが補助対象となります。

１２ 借地に関する補助事業について（借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業について)
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借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業補助要綱より抜粋

１２ 借地に関する補助事業について（借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業について)

47令和９年度障害者（児）施設整備費補助事業について（令和８年４月）

別表

補助基準額
生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、児童発達支援センターの
場合

別表

補助基準額
共同生活援助の場合



借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業補助要綱より抜粋

別表

補助基準額
主に重症心身障害児を受け入れる児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の場合

１２ 借地に関する補助事業について（借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業について)
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※ グループホームを整備する場合は、事業用定期借地権は補助対象外です。

(定期借地権の一時金に対する補助事業＆
借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業）１３ 借地に関する補助事業 共通事項(定期借地権の一時金に対する補助事業＆

借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業）

１．対照表

定期借地権の一時金に対する補助 借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業

事業内容 定期借地権の一時金の一部を補助 土地の賃料の一部を補助

対象用地 民有地、国有地、区市町村有地 民有地、国有地

対象借地権

一般定期借地権
建物譲渡特約付借地権

事業用定期借地権

普通借地権
一般定期借地権

建物譲渡特約付借地権
事業用定期借地権

効果 契約時に一時的な出費が必要だが、毎月の賃料が減額になる 事業開始初期の賃料負担を抑えられる

２．借地借家法における借地権の種類

普通借地権
定期借地権

一般定期借地権
（第22条）

建物譲渡特約付借地権
（第24条）

事業用定期借地権
（第23条）

存続期間 30年以上 50年以上 30年以上 10年以上50年未満

建物用途 制限なし 制限なし 制限なし 事業用建物の所有

終了
期間満了によるが、原則は法廷更新
される。地主が更新拒絶するには正
当事由を要する。

期間満了による 建物譲渡による 期間満了による

その他

・建物買取請求権がある
・建物買取請求権が行使されれば

建物はそのままで土地を明け渡す
・借家関係は継続される

下記３つの特約を定める
①契約の更新をしない
②存続期間の延長をしない
③建物買取請求をしない

30年以上経過した時
点で建物を相当の対
価で地主に譲渡する
ことを特約する。

下記３つの特約を定める
①契約の更新をしない
②存続期間の延長をしない
③建物買取請求をしない
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補助を利用する場合、借地権の設定期間は原則として建物の財産処分制限期間以上でなければなりません。
※参考：「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)

(定期借地権の一時金に対する補助事業＆
借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業）１３ 借地に関する補助事業 共通事項

３．財産処分制限期間

(定期借地権の一時金に対する補助事業＆
借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業）

事業所用 寄宿舎用

鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

５０年 ４７年

鉄骨造 ３８、３０、２２年 ３４、２７、１９年（※鉄骨の厚さによって異なる）

木造 ２４年 ２２年

４．利益相反関係

契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合は、補助対象外です。

※ 利益相反関係とは
ある行為によって、一方の利益となると同時に、他方の不利となる
関係。社会福祉法や特定非営利活動促進法等により、一定の範囲で
制限されている。

・理事

・取締役契約
法人

（例）理事・取締役と法人との間の借地契約

５．その他

■ 両事業とも、補助条件を満たした契約であるかを確認するため、事前に都の確認を経た上で、内示後に土地所有
者と契約を締結してください

■ 両事業とも、交付申請時に、借地料が適正な価格であることを確認するために不動産鑑定評価書等の提出が必要です。
■両事業の要綱、Ｑ＆Ａ等については、以下のＨＰをご参照ください。
≪定期借地権の一時金に対する補助事業≫

『東京都福祉局＞障害者＞事業者の方へ＞障害者の生活基盤整備＞定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業』

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/seikatukibanseibi/teikisyakuchi.html
≪借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業≫

『東京都福祉局＞障害者＞事業者の方へ＞障害者の生活基盤整備＞借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業について』

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/jigyo/seikatukibanseibi/shakuchi_katsuyou.html
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１３ 借地に関する補助事業 共通事項

６．スケジュール

１　施設整備の補助協議書の提出（法人⇒都）

２　補助内示（都⇒法人）

３　所有者と借地権設定契約締結（法人⇔所有者）

※ 定期借地権の一時金に対する補助金は、契約締結

年度のみ、交付申請と補助金交付を行います。

※ 借地を活用した障害者（児）施設設置支援補助金

は、年度ごとに申請と補助金交付を行います。

※ 両事業では、補助金交

付に係る手続きが異なるこ

とに注意してください。

借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業定期借地権の一時金に対する補助事業

3月末まで

※ただし、補助金

交付後速やかに

上記８の後、

速やかに

毎月（毎年）

年度終了後、

4月上旬まで

開設の日から10日以内

竣工

工事
４ 交付申請書の提出（法人⇒都）

５ 交付決定（都⇒法人）

６ 所有者へ賃料支払い（法人⇒所有者）

１１ 開設報告書の提出（法人⇒都）

９ 請求書の提出（法人⇒都）

７ 実績報告書の提出（法人⇒都）

１３ 開設報告書の提出（法人⇒都）

１１ 積算書の提出（法人⇒都）

９ 実績報告書の提出（法人⇒都）

８ 所有者へ一時金支払い（法人⇒所有者）

６ 請求書の提出（法人⇒都）

４ 交付申請書の提出（法人⇒都）

５ 交付決定（都⇒法人）

５ 補助金交付（都⇒法人）

１０ 補助金額の確定（都⇒法人）

１２ 清算手続き（都）

工事契約手続き

８ 補助金額の確定（都⇒法人）

１０ 補助金交付（都⇒法人）

(定期借地権の一時金に対する補助事業＆
借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業）
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